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１．これまでの検討経緯（知的財産推進計画2016の概要）
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 次世代知財システム検討委員会において、人工知能が自律的に生成した創作物（AI創作物）の知財制度上
の取扱いについて整理し、検討を行った。

 同委員会の報告書において、AI創作物は現行の知財制度上は権利の対象とならないと整理をした上で、あ
らゆるAI創作物を知財保護の対象とすることは保護過剰になる可能性がある一方で、フリーライド抑制等の
観点から一定のAI創作物について保護が必要となる可能性があると結論付けた。

 上記報告書を踏まえ、知的財産推進計画２０１６において、AI創作物や３Dデータ、創作性を認めにくいデー
タベース等の新たな情報財について、例えば市場に提供されることで生じた価値などに注目しつつ、知財保
護の必要性や在り方について、具体的な検討を行うこととされた。

現在の知財制度上、ＡＩ創作物に権利は発生しないと考えられるも
のの、人による創作物とＡＩ創作物を外見上見分けることは困難で
あることから、一見して「知的財産権で保護されている創作物」に
見えるものが爆発的に増える可能性がある。

【ＡＩ創作物の例】

「The Next Rembrandt」プロジェクト
レンブラントの画風を人工知能が学習・分析し、

３Ｄプリンターを使って新作を描くプロジェクト

人工知能

レンブラントの全作品をスキャンし、
人工知能が、レンブラントの画風や
構図などを学習

完成した
レンブラント風“新作”

出典： https://www.nextrembrandt.com/



参考① 知的財産推進計画２０１６ （平成28年５月９日 知的財産戦略本部決定 ） （抜粋）
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第１．第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進
１．デジタル・ネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築
（１）現状と課題 （中略）

＜新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築＞
デジタル・ネットワーク技術の更なる発展により、人間が創作した情報を幅広く保護対象とする著作権法の根底にある「創作性」という概念では

説明のできない価値ある情報が出現してきている。例えば、人工知能から生み出される音楽や絵画、人間の動き、物の挙動といった現実世界に
起きていることを機械的に記録するビッグデータなどが想定される。
このような新たな情報財は、それを活用した新しいイノベーションや人間社会を豊かにする新しい文化を生み出す可能性を有しており、我が国とし

てその創出・利活用に積極的に取り組むとともに、それに必要な知財システムの在り方について検討することが必要である。（中略）

（人工知能によって生み出される創作物と知財制度）
（中略）現在の知財制度上、人工知能が自律的に生成した生成物は、それがコンテンツであれ技術情報であれ、権利の対象にならないというの

が一般的な解釈である 。しかしながら、人間の創作物とＡＩ創作物を外見上見分けることは通常困難である。
（中略）ＡＩ創作物のうち、著作物に該当するような情報である音楽、小説といったコンテンツは、著作権制度が無方式主義をとっているため、創作

と同時に知財保護が適用され、権利のある創作物に見えるものが爆発的に増える可能性が懸念されることから、優先的に検討していくことが必要で
ある。その際、あらゆるＡＩ創作物（著作物に該当するような情報）を知財保護の対象とすることは保護過剰になる可能性がある一方で、フリーライド
抑制等の観点から、市場に提供されることで一定の価値（ブランド価値など）が生じたＡＩ創作物については、新たに知的財産として保護が必要とな
る可能性があり、知財保護の在り方について具体的な検討が必要である。（以下、略）

（３Ｄプリンティングと知財制度）
（中略）当面の具体的な取組として、知的財産権によって保護されない物の３Ｄデータを対象に、投資保護と促進の観点から、例えば３Ｄデータの

制作過程において生じた付加価値に注目しつつ、一定の価値の高い３Ｄデータに関する知財保護の在り方について検討を進めていくことが必要
である。

（ビッグデータ時代のデータベースの取扱い）
（中略）このように、様々な態様のデータベースが出てきている中、現行の著作権法では保護が難しいと考えられる「創作性が認められにくいデー

タベース」について、海外の動向や契約等による保護の実態等に照らしつつ、保護の要否や方法について検討を進めることが必要である。また、
公的研究資金による研究成果を格納しているデータベースについては、オープンサイエンスに係る動向を踏まえつつ、オープン化と保護の在り方
について、引き続き検討が必要である。

（２）今後取り組むべき施策 （中略）
＜＜新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築＞＞
（人工知能によって自律的に生成される創作物・３Ｄデータ・ビッグデータ時代のデータベース等に対応した知財システムの検討）
・ＡＩ創作物や３Ｄデータ、創作性を認めにくいデータベース等の新しい情報財について、例えば市場に提供されることで生じた価値などに注目しつ
つ、知財保護の必要性や在り方について、具体的な検討を行う。（短期・中期）（経済産業省、内閣府、関係府省）（以下、略）



参考② 知的財産推進計画２０１６工程表（平成28年５月９日 知的財産戦略本部決定 ）(抜粋)
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項目
番号

2016
本文
掲載
施策

項目名 施策内容 担当府省

短期 中期

2016年度
2017
年度

2018
年度

2019
年度

第１．第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進

１－１．デジタルネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築

９ ○

人工知能
によって自
律的に生
成される
創作物・
3Dデータ・
ビッグデー
タ時代の
データ
ベース等
に対応し
た知財シ
ステムの
検討

ＡＩ創作物や３Ｄデータ、創作性を認めにく
いデータベース等の新しい情報財につい
て、例えば市場に提供されることで生じた
価値などに注目しつつ、知財保護の必要
性や在り方について、具体的な検討を行
う。（短期・中期）

経済産業
省

ＡＩ創作物や３Ｄデータに対する産業財産
権としての保護の必要性について、調査
研究を実施。

左記の取組を踏まえ、
必要な措置を実施。

データ利活用の一層の促進のため、デー
タベースの知的財産保護の在り方と、そ
れに対応する制度の在り方を検討。

左記の取組を踏まえ、
必要な措置を実施。

内閣府
AI創作物について、人工知能技術の進展
やＡＩ創作物の実用化・具体的な事例の
状況等を踏まえ、知財保護の必要性や在
り方について具体的に検討。

左記の実施状況を踏
まえ、必要な措置を
実施。関係府省

現行の知財制度では権利の対象となって
いないＡＩ創作物など新しい情報財と知財
制度の関係について、国際的な議論を惹
起する観点から、我が国における検討状
況の海外発信に努める。（短期・中期）

内閣府
次世代知財システム検討委員会の報告
書の翻訳版を作成するとともに、海外出張
の機会等において情報発信を適宜実施。

左記の実施状況を踏
まえ、必要な措置を
実施。

１０ ○

データの
共有・利活
用に関す
る環境整
備

個人に関するデータも含め、多種多様な
データを社会全体で有効に共有し、活用
する環境を整備する必要性に鑑み、デー
タ流通の効用に対する社会意識の醸成、
企業等におけるオープンデータのような取
組の一定の範囲内での促進、個人が自ら
の意思で本人のデータを蓄積・管理し活
用するための仕組み等について検討を行
う。（短期・中期）

内閣官房 円滑なデータ流通環境の整備に向け、
データの取得・提供に関する風評リスクと
その解決方法について参考となるユース
ケースの収集・分析や、個人が自らの意
思で本人のデータを蓄積・管理、活用す
るための仕組みの在り方等について、技
術面、制度面の動向等を踏まえつつ検討。

左記の実施状況を踏
まえ、必要な措置を
実施。

関係府省

データ集積等における優位性が固定化さ
れる可能性が懸念されるプラットフォー
マーなどオンライン関連事業について、競
争環境の実態把握を進める。（短期）

公正取引
委員会 オンライン関連事業者に関する共同ヒアリ

ング調査を実施。経済産業
省

新
た
な
情
報
財
の
保
護
・利
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
本
検
討
委
員
会
に
お
い
て
左
記
の
取
組
を
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
し
つ
つ
、
著
作
権
、
産
業
財
産
権
、
そ
の
他
の
知
的
財
産
全
て
を
視
野
に
入
れ
て
検
討



２．データ利活用に関する最近の動向/環境変化

【ブロードバンドの普及、ＩｏＴ、クラウド利用の進展等】
○ ブロードバンドネットワークの整備、スマートフォンやセンサ等ＩｏＴ機器の小型化・低コスト化によるＩｏＴの進
展により、膨大なデータ（ビッグデータ）を効率的に収集・共有できる環境が実現。
○ 膨大な計算処理能力を備えていない機器であっても、クラウド上で計算を行うことが可能となり、計算環境
が進化。さらに、中央集権的な管理が不要なため低コストで信頼性を担保することができる「ブロックチェーン」
（分散型台帳）の技術の利活用なども進展。
○ 改正個人情報保護法(平成27年９月３日成立・同月９日公布)、同法に基づくガイドライン等により、適切に匿
名加工する前提で、個人情報を含むデータ利活用に関する一定の法的な基盤が整備されつつある。

⇒ 一方で、データが死蔵されて十分な利活用がなされているとは言えないとの指摘がある。

4

＜データ利活用に関する環境イメージ＞

出典：平成28年版 情報通信白書



（参考）改正個人情報保護法の概要
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・個人情報保護法は、個人の権利利益保護と個人情報の有用性のバランスを図るため、個人情報を取り扱う事業
者の取得・利用・提供等個人情報に関する一切の行為について遵守すべき義務及び行政の監督権限を定める
こと等により、個人情報の適正な取扱いを確保するもの。

・ビッグデータの利活用の推進等のため、平成27年９月に改正法が成立（平成29年春頃施行予定）。

１．定義
（１）「個人情報」

・特定の個人を識別することができる情報（他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別することができるものを含む。）
・利活用に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化。【改正】

（２）「要配慮個人情報」 【改正】
・本人の人種、信条、病歴等本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報
・取得について、原則として本人同意を得ることを義務化。

２．個人情報の取扱いに関する規律
（１）個人情報は、利用目的を定めて、その範囲内で利用すること

どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定しなければならない。また、特定した目的は、本人に通知、又は公表するこ
とが必要。

（２）情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること
紙の顧客台帳はカギのかかる引き出しで保管したり、パソコン上の顧客台帳にはパスワードを設定したりする等の安全管理のための措置をとる
ことが必要。

（３）個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること
・例外として、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合等には、本人の同意を得る必要なし。
・個人データの第三者提供に係る確認・記録作成等を義務化。 【改正】

（４）本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること
（５）個人情報の取扱いに関する苦情にきちんと対応すること

３． 匿名加工情報（特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報）を新設【改正】
目的外利用や第三者提供を行う際に求められる本人の同意を不要とし、個人情報の有用性（利活用）を確保。

４．監督
個人情報保護委員会を設置し、個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化。【改正】

主な内容と改正のポイント



（参考）データ利活用事例①（機械管理、スマートドライブ）

【機械管理】
 鉱山向け大型機械の管理システムにおいて、リ

アルタイムに車両・稼働情報を把握、現場へ配
信し、修理コスト低減や稼働率向上を実現。
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出典：TOYOTA Global Newsroom（2013年5月29日）出典：コマツホームページ

【スマートドライブ】
 車両の位置や速度、走行状況などのビッグデー

タを基に交通情報や統計データなどを加工・管
理し、交通流改善や地図情報の提供、防災対
策などに活用。

＜イメージ＞ ＜イメージ＞

http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/profile/product_supports/ http://www2.toyota.co.jp/jp/news/13/05/nt13_0511.html



（参考）データ利活用事例②（農業、ヘルスケア）

【農業】
 農場に設置したセンサから温湿度や日射量、土

壌内の温度や水分量、CO2などのデータを収集、
管理し、栽培指導や農作業の品質管理・効率
化に活用。

7

出典：PSソリューションズ株式会社／株式会社日立製作所
ニュースリリース（2015年10月7日）

出典：グンゼ株式会社／日本電気株式会社
プレスリリース（2016年1月6日）

【ヘルスケア】
 肌着として着用することで、姿勢、消費カロリー、

心拍などを計測、管理し、姿勢改善や肩こり予
防のアドバイス提供など健康増進に活用。

＜イメージ＞ ＜イメージ＞

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2015/10/1007.html http://jpn.nec.com/press/201601/20160106_01.html



（参考）データ利活用事例③（医療、金融）

【医療】
 複数の医療機関が電子カルテや医用画像など

の診療情報を共有し、医療機関間の連携を強
化。
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出典：日本電気株式会社ホームページ 出典：株式会社日立製作所ニュースリリース（2016年9月23日）

【金融】
 個人資産管理サービスなどにおいて、ネットバ

ンキングの契約者IDにひもづく各種預金などの
複数の口座情報の参照・管理を可能化。

＜イメージ＞ ＜イメージ＞

http://jpn.nec.com/medsq/solution/id-link/ http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2016/09/0923.html



【スマート工場】

 我が国製造業が、生産現場の状況を見える化
し、変化の早い市場ニーズに柔軟な対応を行
えるような基盤整備を行う。

 具体的には、それぞれ形式の異なる生産機械
や設備の稼働情報を、生産管理や品質管理等
に反映し、最適な生産や在庫、物流等に対応さ
せるためのデータ伝達の共通フォーマットを作
成する。

 また、現場情報をITアプリケーションにつなげる

ために、中堅、中小企業も利用可能なデータ活
用ツールの普及を図る。

 こうした取り組みを率先して実証する工場を支
援する。

（参考）データ利活用事例④（スマート工場）（ＩｏＴ推進コンソーシアム テストベッド実証事業）

生産管理 設備の稼働監視

共通フォーマット化

ロボットや工作機械、コントローラーなど
生産現場の各種機械からデータを収集

高度なインテグレーションなしにデータの一元管理が可能に

物流の最適化

変化の早い市場ニーズ

生
産
現
場
の
最
適
化

ビ
ジ
ネ
ス
全
体
の
最
適
化

9出典：経済産業省提供資料



産業 利活用例のイメージ 収集媒体 収集データ 主な課題の例 個人情報
関係

対象特
定

主な関係法令等

製造業
スマート工場による生産
性向上やコスト削減等の
ためのデータ収集

工作機械
産業ロボット
センサ等

機能状況
（異常検知
等）
環境情報等

・機械の所有者（リース元等）
との法律関係

なし ○
民法
（事業者間の契約）

農業
農業の生産性向上のた
めの気象データ等の観測

IoT環境セン
サ（温度計、
湿度計等）

温度、湿度,
照度等の環
境データ
生育データ等

・センサ設置場所の所有者
（農家等）との法律関係 なし ○

民法
（事業者・農家間の契
約）

金融保
険業

自動車損害保険における
最適な保険商品提供の
ためのデータ収集

自動車、車
載センサ等

走行データ
（速度、ルー
ト）等

・専用機器を取り付けて、走
行することに同意した者との
法律関係

△（※事業者
と協力者（個
人）間の契
約の場合は
以下と同様）

○

民法
（事業者間、事業者と
協力者（個人）間の契
約）

健康産
業（ヘル
スケア）

ヘルスケアサービスのた
めの体調データ収集

ウエアラブル
機器

歩数、活動量、
脈拍、体温等

・サービス契約の際の利用目
的、第三者提供等の条件

・診療情報、投薬情報や、要
配慮個人情報（病歴等）との
関係

○（※目的の
明示、第三
者提供の際
の同意等が
必要）

○

個人情報保護法

民法
（事業者・消費者間の
契約（サービス約款等
を含む））

消費者契約法等

サービス
スマートハウス（省エネ、
見守り）における家電制
御のためのデータ収集

センサ付家
電

家電の使用
データ、消費
電力データ等 ・サービス契約の際の利用目

的、第三者提供等の条件

○

広告宣
伝・小
売・観光

広告宣伝・小売・観光等
における、嗜好・需要に
合わせた最適なサービス
提供のためのデータ収集

ＩＣカード
スマートフォ
ン等

購買データ、
位置情報等

△（特
定多
数）

自動運
転関連

自動運転のための、公道
での撮影データ収集

カメラ 画像データ等
・不特定多数の個人情報（顔
画像等）や、著作物の画像
が含まれてしまう可能性

不特定
多数

個人情報保護法

著作権法

（参考）主なデータ利活用例のイメージと想定される課題の例

10

公表資料、聞き取りを基に
知的財産戦略推進事務局が作成



３．ＡＩに関する最近の動向/環境変化

【ＡＩの進化】
従来の機械学習では、精度を左右する特徴量の設計を人間が行う必要があった。
これに対し、新しい機械学習方法である「ディープラーニング（深層学習） 」では、入力されたデータをもとに、
コンピュータが自ら特徴量を導き出すことができる。ディープラーニングのように学習に使う特徴量を自力で獲
得することができる画期的な人工知能アルゴリズムの登場、データ量の増大、コンピュータの計算性能向上など
により、技術開発のスピードが加速している。

11動物を構成する断片、エッジ等を認識
→・・・→目、耳を認識 →・・・→顔、体を認識

動物の種類
を認識

入力層 中間層 × ｎ

重みづけ
Ｗ１

出力層

重みづけ
Ｗｎ

・・・・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・・・・

従来の機械学習：人が特徴量を設定
ディープラーニング：機械が特徴量を設定

②画像判別モデルを作成（教師あり学習）

学習用データセット 機械学習

画像データ

③未知の画像を学習済みモ
デルに投入

学習済みモデル

④犬の画像と判定
・猫の確率：２５％
・犬の確率：６５％
・馬の確率：１０％

※画像判定の例

①学習用のデータを用意
（猫、犬、馬等のタグを画像につける）

猫

犬

馬
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（参考）ＡＩを用いたデータ利活用イメージ

センサから取得したデータ

生データ

材料物性データ・材料構造データ 入力データ クラウドデータ（ＳＮＳデータ等）

選択・加工

学習用データセット

機械学習

画像データ

学習済みモデル
a1 a2・・・an
b1 b2・・・bn
・・・・

特徴量とネットワーク構造を表す
データ・数式

ＡＩ創作物

制御・サービス

データ解析・規則性の発見

・教師あり学習
・教師なし学習
・強化学習

装置等の制御
判断・提案等のサービス

アルゴリズム

＋

出典： https://www.nextrembrandt.com/



（参考）ＡＩ（ディープラーニング）に関する利活用事例

産業分野 用途・目的 使用するデータ 概要

製造業 製品の異常検知 画像データやセンサデータ等 正しい製品の画像データ等をディープ
ラーニングすることで、製品の異常検
知を行う。

製造業 スマートピッキングロボット 画像データ等 ロボットが物体のピッキング位置を学
習し、安定して取り出すことのできる
ピッキング位置を推定し、ピッキングを
する。

金融業 トレーダーの意思決定の代替 過去の取引データ、為替データ等 トレーダーの過去の取引データ等を
ディープラーニングすることで、似たよ
うな相場が現れた際に売買を行う。

金融業 市場予測 市場価格、出来高、マクロ経済
データ、企業会計文書等

各データの相関関係等から市場の変
化を予測する。

金融業 投資判断 市場データ、その他の画像データ
等

市場に織り込まれていないデータと市
場データの相関を解析し、投資判断に
役立てる。

医療 ガンの診断 CT画像等 CT画像等をディープラーニングするこ
とにより、ガンか否かの判定を行う。

コンテンツ産業 音楽の自動生成 楽曲データ
（MIDIや音の波形データ）

楽曲データをディープラーニングする
ことにより、例えば特定のジャンルや
アーティスト風の楽曲を自動生成する
ことができる。

公表資料、聞き取りを基に
知的財産戦略推進事務局が作成
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○ その他、人工知能技術戦略会議、総合科学技術・イノベーション会議「システム基盤技術検討会」、「人工知能と人間社会に関する
懇談会」等においても検討中（※詳細は別紙）

４．第４次産業革命（Society5.0）（データ・ＡＩ関連）に関する政府の主な検討体制

9月 10月 来年春～夏

知的財産戦略本部
（検証・評価・企画委員会に新たな検討会を設置）

日本経済再生本部
（未来投資会議/構造改革徹底推進会合）

ＩＴ戦略本部
（データ流通環境整備検討会）

・人工知能・データ等新たな情報財の保護・利活
用の在り方について、著作権・産業財産権・そ
の他の知的財産全てを視野に入れて検討

・構造改革の総ざらいを行い、人工知能、IoTなど
の技術革新の社会実装、産業構造改革を促す

・情報銀行を含め、ＩＴを活用した円滑なデータ流
通・利活用環境の整備

知的財産推進
計画2017

世界最先端IT 
国家創造宣言

改訂

次期成長戦略

経済産業省
（産業構造審議会/第四次産業革命を視野に入れ

た知財システムの在り方に関する検討会）

・人工知能やＩｏＴの活用により増加するデータや関
連技術に対応した知財制度・運用の在り方など

中間整理
など

14

総務省
（情報通信審議会）

・IoT／ビッグデータ時代を見据えた、データ利活
用促進モデル等について検討

中間整理
など



（別紙１）第4次産業革命に関する審議会等での検討状況一覧
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名称 担当省庁 主なテーマ 開催状況 今後の予定

知的財産戦略本部
内閣府
知的財産戦略
推進事務局

・人工知能・データ等新たな情報財の保
護・利活用の在り方について、著作
権・産業財産権・その他の知的財産全
てを視野に入れて検討

2016年10月
下旬～

2017年3月とりまとめ
2017年年央 知的財産
推進計画とりまとめ

検証・評価・企画委員会「第４次産業
革命時代における新たな情報財検討
委員会」（仮称）

日本経済再生本部
内閣官房
日本経済再生
総合事務局

・人工知能、IoTなどの技術革新の社会
実装、産業構造改革

・技術革新を社会実装するための障害
の除去等

2016年9月
12日～

2016年9月～分野別議
論
2017年年央 成長戦略と
りまとめ

未来投資会議

構造改革徹底推進会合

高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略本部（ＩＴ戦略本部）

内閣官房
情報通信技術
総合戦略室

・情報銀行を含め、ＩＴを活用した円滑な
データ流通・利活用環境の整備

2016年9月
16日～

2017年3月とりまとめ
2017年年央 ＩＴ戦略とり
まとめ

データ流通環境整備検討会

・ＡＩ、ＩｏＴ時代におけるデータ活用
ＷＧ
・オープンデータＷＧ

健康・医療戦略推進本部
内閣官房
健康・医療戦略
室

・医療等分野でのデータのデジタル化・
標準化の推進

・民間ヘルスケアビジネス等による医療
等分野のデータ利活用の環境整備

2015年1月
21日～

2017年3月 「医療等分
野データ利活用プログラ
ム」 改訂予定

次世代医療ＩＣＴ基盤協議会

産業構造審議会 新産業構造部会
知的財産分科会
商務流通情報分科会

経済産業省
・データ流通市場の創成
・知的財産政策

2015年9月
17日～

今後、「新産業構造ビ
ジョン」最終とりまとめ

分散戦略ワーキンググループ
商務情報政
策局

・IoTがもたらす新たな課題の検討
・個人起点の分散型データ流通構造実
現のための技術・仕組み等の整理

2016年3月
28日～

2016年11月中間とりまと
め

情報通信審議会 情報通信政策部会
ＩｏＴ政策委員会

総務省
・IoT／ビッグデータ時代を見据えた、
データ利活用促進モデル等について
検討

2015年9月
25日～

2016年9月～IoTに関す
る基本戦略、人材育成
策の検討
2 0 1 7年 5月とりまとめ

公表資料、聞き取りを基に知的財産戦略推進事務局が作成。（※青塗部分は知的財産推進計画2016工程表を踏まえた取組）



（別紙２）第4次産業革命に関する懇談会等での検討状況一覧
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名称 担当省庁等 主なテーマ 開催状況 今後の予定

第四次産業革命を視野に入れ
た知財システムの在り方に関す
る検討会

経済産業省
経済産業政策局
産業技術環境局
特許庁

・新産業構造ビジョンの有力分野（自動車、
ロボット、医療介護等）における課題への
対応

・人工知能やＩｏＴの活用により増加する
データや関連技術に対応した知財制度・
運用の在り方など

・パテントトロール等への対応
・戦略的な国際標準化

2016年10月
～

2016年度内 中間整理とりま
とめ
※ 産業構造審議会新産業
構造部会、特許制度小委
員会での議論に反映。

第四次産業革命に向けた横断
的制度研究会

経済産業省
経済産業政策局

・デジタル市場の特徴
・海外における制度的な対応の動向
・横断的制度（競争政策、データ利活用・保
護及び知的財産）の現状と課題

2016年1月
15日～

2016年9月15日 報告書公表

人工知能と人間社会に関する懇
談会

内閣府
政策統括官（科学技術・
イノベーション担当）

・倫理、法、制度、経済、社会的影響など幅
広い観点から、人工知能が進展する未来
の社会を見据え、人工知能と人間社会の
関わりについて検討

2016年5月
30日～

2016年12月とりまとめ

人工知能技術戦略会議
総務省
文部科学省
経済産業省

・人工知能の研究開発目標と産業化のロー
ドマップを、本年度中に策定する。（平成
28年4月12日第5回「未来投資に向けた官
民対話」安倍総理発言より抜粋）

2016年4月
18日～

年度内に、研究開発目標と
産業化ロードマップを策定

総合科学技術・イノベーション会
議
システム基盤技術検討会

内閣府
政策統括官（科学技術・
イノベーション担当）

・システム間の連携協調を図り、新たな価値
を創出する。さらに、新たな価値・サービス
創出の基となるデータベースを整備すると
ともに、基盤技術（AI等）の強化する。

2015年1月
13日～

科学技術イノベーション 総
合戦略2017に反映

ＡＩネットワーク社会推進会議
総務省
情報通信政策研究所

・社会全体におけるＡＩネットワーク化の推進
に向けた社会的・経済的・倫理的・法的課
題を総合的に検討する。

2016年10月
31日～

「AI開発ガイドライン」（仮称）
の策定に向けた国際的な議
論の用に供すべき素案等の
検討

公表資料、聞き取りを基に知的財産戦略推進事務局が作成。（※青塗部分は知的財産推進計画2016工程表を踏まえた取組）
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す
る
検
討
会

 

委
員
名
簿

 

君
嶋

 
祐
子

 
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

 

後
藤

 
晃

 
 

東
京
大
学
名
誉
教
授

 

近
藤

 
健
治

 
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社

 知
的
財
産
部
長

 

榊
原

 
伸
介

   フ
ァ
ナ
ッ
ク
株
式
会
社
常
務
理
事

 
ロ
ボ
ッ
ト
事
業
本
部

 
技
監

 

鮫
島

 
正
洋

  
内
田
・鮫
島
法
律
事
務
所
代
表
弁
護
士
・弁
理
士

 

杉
村

 
純
子

  
プ
ロ
メ
テ
国
際
特
許
事
務
所
代
表
弁
理
士

 

鈴
木

 
明

     オ
リ
ン
パ
ス
株
式
会
社

 
技
術
開
発
部
門

 
知
的
財
産
本
部

 
知
的
財
産
企
画
部

 

戦
略
推
進
担
当
部
長

 

芹
沢

 
昌
宏

 
 
日
本
電
気
株
式
会
社

 
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
本
部
主
席
主
幹

 
兼

 

知
的
財
産
本
部
長
代
理

 
兼

 
標
準
化
推
進
部
長

 

鶴
原

 
稔
也

   株
式
会
社
サ
イ
バ
ー
創
研

 知
的
財
産
事
業
部
門

 主
幹
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
 

長
澤

 
健
一

 
 
キ
ヤ
ノ
ン
株
式
会
社

 常
務
執
行
役
員
・知
的
財
産
法
務
本
部
長

 

西
岡

 
靖
之

 
 
法
政
大
学
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授

 

平
塚

 
三
好

 
 
東
京
理
科
大
学
大
学
院
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
教
授

 

御
供

 
俊
元

  
ソ
ニ
ー
株
式
会
社

 
執
行
役
員
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ

 
中
長
期
事
業

 

開
発
担
当

 
知
的
財
産
担
当

 

三
好

  
豊

 
 
森
・濱
田
松
本
法
律
事
務
所
弁
護
士

 

森
   亮

二
 
英
知
法
律
事
務
所
弁
護
士

 

渡
部

 俊
也

 
東
京
大
学
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

 

（
五
十
音
順
、
敬
称
略
） 

座
長

 

座
長
代
理
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